
長島町地域包括支援センターだより
長島元気ＧＯＧＯ！体操で、いつまでも自分の足で歩いて行こう！

「指江元気ＧＯＧＯ！グループ」
　同グループは、指江集落内の有志が集まり、平
成 29 年 11 月に立ち上げました。
　運動の必要性は十分感じていながらも、なかな
か継続するのは難しいですが、見慣れたメンバー
同士で励まし合いながら参加しています。第 2・
第 4 火曜日が活動日で、毎回 15 人ほどが参加し
ています。住民同士で血圧を測り、お互いが顔を
合わせて健康状態の把握ができる場となっていま
す。
　長島町地域包括支援センターでは、集落単位の
活動を支援していますので、グループ立ち上げに
関するご相談をお待ちしています。いつまでも自
分の足で歩けるようサポートしていきます。 ◎問い合わせ先

　長島町地域包括支援センター
　☎（86）1153［直通］

↑長島元気 GOGO! 体操を実践する参加者たち

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金！
鹿児島県最低賃金は時間額 737 円

鹿児島県最低賃金
（地域別最低賃金）

最 低 賃 金 額
時 間 額 （円） 効 力 発 生 日

737 平成 29 年 10 月１日

◎問い合わせ先
　鹿児島労働局賃金室　☎ 099（223）8278
　川内労働基準監督署　☎ 0996（22）3225

　現在の鹿児島県の最低賃金は、次のとおりとなっています。使用者も労働者も、必ず
鹿児島県の最低賃金を確認しましょう。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなど
　すべての労働者に適用され、使用者は労働者に
　対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければ
　なりません。
※特定最低賃金（産業別最低賃金）は、県内の特
　定の産業の労働者と使用者に適用されます。
　地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用
　される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃
　金を支払わなければなりません。
※最低賃金には、次の賃金は算入されません。
　①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　②一月を超える期間ごとに支払われる賃金 ( 賞与など）
　③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金　
　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

特定最低賃金
（産業別最低賃金）

最 低 賃 金 額
時 間 額 （円） 効 力 発 生 日

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業（医療
用計測器製造業を除く、た
だし心電計製造業は含む）

765 平成 30 年１月６日

自動車（新車）小売業 799 平成 29 年 12 月 22 日

百貨店・総合スーパー 737 平成 29 年 10 月１日
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